＜利用規程＞
写真素材を使用される際は、利用規程をお読みいただき、同意の上ご利用ください。

（使用目的）
第１条　「なつかしの国石見　フォトコンテスト」からダウンロードした写真データは、島根県石見地方の観光振興に寄与すると認められるものについて使用を許可します。ただし、次の場合は使用を禁止します。
（１）公序良俗に反するもの
（２）犯罪行為に結びつくもの
（３）第三者等の著作権、財産、プライバシー等を侵害するもの
（４）第三者等を誹謗中傷するもの
（５）政治的または宗教的目的のみを意図するもの
（６）その他、法律に反するもの
（取扱い）
第２条　写真データの全部または一部を第三者に販売、配布、譲渡、貸与、送信すること、また、第三者が使用することを禁止します。
２ 写真データの二次加工は、原則として禁止します。ただし、観光宣伝物や出版物、販売促進の資料における使用のため、被写体のイメージを損なわない範囲でのトリミング及び画質補正はこの限りではありません。


（権利等）
第３条　写真データのもととなっている観光写真の著作権は「なつかしの国石見　フォトコンテスト」の主催者に帰属します。写真データ使用者（以下「使用者」とする）は、善意を持って著作権保護に努め、データの管理を行って下さい。なお、著作権法等の法令に抵触するなど悪質な使用の場合には、著作権者等より法的措置を講じられる場合があります。
２ 当協議会では、写真に含まれる人物・物品・建築物・場所等に関する肖像権、商標権、特許権、著作権、利用権等の諸権利を保有しておりません。これらの権利についての許諾等交渉が必要な場合は、使用者が自ら行うこととします。これらの諸権利に関する紛争が生じた場合は、使用者の責任において処理・解決して下さい。

（使用の停止）
第４条　使用者が本利用規程に違反した場合、あるいは当協議会との信頼関係が失われるような行為が認められた場合には写真データの使用停止を請求できるものとします。

（免責事項）
第５条　「なつかしの国石見　フォトコンテスト」及びこれらに関連する一切を使用したことにより発生した損失や損害について、当協議会では一切の責任を負いません。

（信義則）
第６条　使用者は、信義を重んじ、誠実に本利用規程を遵守して下さい。写真をダウンロードされた時点で、本利用規程に同意していただいたものとみなします。

（疑義等）
第７条　本利用規程に定めていない事項、または疑義ある事項については、当協議会と協議のうえ使用して下さい。
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